
地方分権改革推進室の体制

○ 現在６３名体制で、地方分権改革有識者会議の事務局業務をはじめ地方分権改革に   

関する業務を担務している。

○ 具体的には、室長をはじめ総括参事官、参事官（７名）、参事官補佐（１１名）、

 室員（１３名）、調査員（３０名）で構成されている。

○ このうち、調査員３０名は地方公共団体から派遣されている（下図のとおり）。
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